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令和6年における東京家庭裁判所の裁判事務の分配、裁判官

の配置及び裁判官に差し支えのあるときの代理順序等の定め
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令和6年1月1日

東京家庭裁判所
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(別紙第1）

1家事部

裁判官配置構成表

～

(注1） 第2部から第4部までが担当する相続財産の保存に関する処分事件及び遺産の管理に関
する処分事件については、当該部に配憧された裁判官の外、第6部に配置された裁判官の
中から所長の指名する裁判官が、当該部の裁判官として事件を処理することがある。

(注2） 第2部から第4部までの各部に分配される事件のうち、特別代理人選任（親権） 、失院
宣告、同取消し、養子縁組許可、死後離縁許可、扶養義務の設定、同取消し、鑑定人選
任、遺言確認、遺言執行者選任、遺言執行者に対する報酬付与、遺言執行者辞任許可、遺
留分放棄許可、就籍許可、性別の取扱いの変更、名の変更（ただし、性別の取扱いの変更
と同時に申し立てられた場合に限る。 ）保護者選任、保護者順位変更及び遺留分の算定に
係る合意の許可の各審判事件については、当該部に配圃された裁判官の外、第5部及び第
6部に配腫された裁判官の中から所長の指名する裁判官が、当該部の裁判官として事件を
処理することがある。
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部 係 裁判官の配置 代理順序

第1部

第1係

第2係

第3係

総括判事 田口治美

(兼） 判 事 鈴木千帆

(兼） 判 事 内田めぐみ

(兼） 判事補（特例） 田中佐和子

判 事 鈴木千帆

判 事 内田めぐみ

判事補（特例） 田中佐和子

(兼） 判 事 村主幸子

(兼） 判 事 砂古 剛

(兼） 判 事 磯崎 優

１
２
３

第2部

ｂ
ｅ

総括判事 神野泰一

判 事 岡本利彦

(兼） 判 事 砂古 剛

(兼） 判 事 磯崎 優

判 事 横井真由美

判事補（特例） 岩城 光

判事補（特例） 足立瑞貴

１
２
３
４

第3部

総括判事 村主幸子

判 事 齊藤研一郎

判 事 砂古 剛

判 事 磯崎 優

判事補（特例） 宮田裕平

１
２
３
４

第4部

総括判事 松下貴彦

判 事 佐藤康憲

(兼） 判 事 砂古 剛

判 事 日野進司

(兼） 判 事 磯崎 優

判事補（特例） 和賀千紘

判事補（特例） 君塚知弥子

１
２
３
４

、

第5部

総括判事 関 述之

判 事 北村ゆり

判 事 八木文美

判事補（特例） 久保怜次郎

判事補（特例） 藤本 理

１
２
３
４

第6部

総括判事 遠藤東路

判 事 浅香幹子‘

判 事 川嶋知正

判 事 沖本． 尚紀

判事補（特例） 遊間洋行

判事補（特例） 松野 豊

判事補． (特例） 片岡顕一

(兼） 判事補（特例） 長谷川翔大

(兼) 判事補（特例） 佐野東吾

(兼） 判事補 高 橋優太

１
２
３
４
５
６



2少年部
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部

第1部

裁判官の配置

総括判事 佐 藤 英 彦

(兼） 判事補(特例） 菊 地 真 帆

判事補(特例） 長谷川 翔 大

判事補(特例） 佐 野

判事補 高

東 吾

橋 優 太

代理順序

1

第2部

(兼） 総括判事 野 原 俊 郎

判事補(特例） 菊 地 真 帆

判事補(特例） 増 本 龍 憲

1

第3部

総括判事 野 原 俊 郎

(兼） 判事補(特例）菊 地 真 帆

(兼） 判事補(特例） 増 本 龍 憲

(兼） 判事補(特例） 長谷川 翔 大

(兼） 判事補(特例） 佐 野 東 吾

(兼） 判事補 高 橋 優 太

1

第4部
(交通）

(兼） 総括判事 佐 藤 英 彦

(兼） 判事補(特例） 菊 地 真 帆

(兼） 判事補(特例） 増 本 龍 憲

(兼） 判事補(特例） 長谷川 翔 大

(兼） 判事補(特例） 佐 野 東 吾

(兼） 判事補 高 橋 優 太
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